
消費者トラブルと見守り 
 

                          京都府消費生活安全センター 

１．消費生活センターの役割 ＜資料：センターのしおり＞ 

◆消費生活相談（電話・来所・インターネット・LINE）  

◆消費生活講座（啓発・教育） 

◆事業者への調査・指導（適正な取引行為、表示に関するもの） 

２．京都府の消費生活相談の現状            

  令和３年度 相談件数 ２０，５６２件  ＜資料：消費者注意報（参考事例）＞ 

〇「お試し」の定期購入に関する相談は減少傾向だが依然高止まり 

健康食品・サプリメント・美容関連商品等を通信販売で購入する際に、「無料お試し」や

「低額のお試し価格」と思って注文したところ、定期購入の条件が付いていたといった相

談は依然として高止まり（③819件、②1,155件）。 

〇インターネット通販の商品未着・連絡不能等に関する相談は高止まり 

ネット通販に関する相談は、近年多くの割合を占めており、注文した商品が届かない「商

品未着」、業者と連絡がとれなくなる「連絡不能」等に関する相談件数は高止まり 

（③1,358件、②1,473件） 

〇ＳＮＳに関する相談は増加の一途 

ＳＮＳに表示された広告がきっかけとなったトラブル、ＳＮＳで知り合った人から怪しい

儲け話を勧められるトラブルなどのＳＮＳに関する相談件数は前年度比 1.3倍 

（③1,186件、②915件） 

○高齢者からの相談割合は高止まり（６５歳以上の相談③６，３３５件（全体の約 31％）         

※特殊詐欺被害における年齢層の状況 ６５歳以上が全体の約８４％（４年度）＜京都府警発表＞  

     

 ３．障がい者の消費者トラブルの特徴  ＜資料：見守りガイドブック P1～P2＞ 

  ①判断に必要な情報が不十分だったり、相談のために特別な支援を必要とする 

  ②判断に支援が必要な場合、だまされていることに気づきにくい 

  ③被害にあっても抱え込んでしまい周囲に相談しない 

４．相談事例  ＜資料：見守りガイドブック P3～P8事例①～事例⑥＞ 

 ◇ヘルパーが被害を発見したり、利用者から相談を受けた場合は、事業所のケアマネージャ

ーから消費生活センターにご相談ください。 

５．見守り、気づき、声かけ、つなぐ  ＜資料：見守りガイドブック P9～P14＞ 

  ・十分な情報提供 

  ・家族や周囲の人が日頃から様子を気にかける（具体的な声かけ） 

  ・信頼関係の構築（何でも話せる） 

  ・被害に気づいたら、被害を知ったら（地域の連携→相談窓口） 
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６．相談窓口の利用    （いやや！） 

  ★消費者ホットライン  １８８ ＜お近くの消費生活相談窓口をご案内します＞ 

  ★京都府消費生活安全センター ＴＥＬ：０７５－６７１－０００４ 

   ☆京都府山城広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課  ＴＥＬ：０７７４－２１－２４２６ 

☆京都府南丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課   ＴＥＬ：０７７１－２３－４４３８ 

☆京都府中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課   ＴＥＬ：０７７３－６２－２５０６ 

☆京都府丹後広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課   ＴＥＬ：０７７２－６２－４３０４ 

７．消費生活出前講座の案内 

ご利用者の方の消費者被害の早期発見や未然防止に向けた、ケアマネージャーやヘルパー

対象の講座を行っていますので、是非、ご利用ください。 

京都府消費生活安全センター（ＴＥＬ：０７５－６７１－００３０）又はお近くの広域振興

局の相談窓口へご連絡ください。 
































